
令和８年度　長野県認知症介護研修　日程・会場一覧（予定） 【４月２２日時点】

●認知症介護実践者研修（定員：各期60名） ●認知症介護実践リーダー研修（定員：各期40名） ●認知症対応型サービス事業開設者研修（定員：各期８名）

１日目 5月7日(木) １日目 6月9日(火) 座学 浅間温泉文化センター １日目 8月21日(金) 　佐久平交流センター

２日目 5月8日(金) ２日目 6月16日(火) 座学 浅間温泉文化センター ２日目 8月31日(月) 　（千曲市総合観光会館）

３日目 6月23日(火) 　浅間温泉文化センター ３日目 7月17日(金) 座学　テクノプラザおかや 申込期間

４日目 6月24日(水) 第１期 ４日目 7月24日(金) 座学　テクノプラザおかや １日目 11月20日(金) 　松本市勤労者福祉センター

５日目 6月25日(木) ５日目 8月17日(月) 演習　諏訪湖ハイツ ２日目 1月27日(水) 　（諏訪湖ハイツ）

６日目 7月29日(水) 　浅間温泉文化センター ６日目 9月11日(金) 座学 浅間温泉文化センター 申込期間

申込期間 ７日目 9月18日(金) 演習　諏訪湖ハイツ

１日目 5月21日(木) ８日目 10月24日(土) 報告会　諏訪湖ハイツ

２日目 5月22日(金) １日目 6月9日(火) 座学 浅間温泉文化センター ●認知症対応型サービス事業管理者研修（定員：各期50名）

３日目 7月6日(月) ２日目 6月16日(火) 座学 浅間温泉文化センター

４日目 7月7日(火) ３日目 7月17日(金) 座学　テクノプラザおかや １日目 8月31日(月)

５日目 7月8日(水) 第２期 ４日目 7月24日(金) 座学　テクノプラザおかや ２日目 9月1日(火)

６日目 8月12日(水) ５日目 8月17日(月) 演習　諏訪湖ハイツ 申込期間

申込期間 ６日目 9月11日(金) 座学 浅間温泉文化センター １日目 1月27日(水)

１日目 8月21日(金) ７日目 9月18日(金) 演習　諏訪湖ハイツ ２日目 1月28日(木)

２日目 8月22日(土) ８日目 10月26日(月) 報告会　諏訪湖ハイツ 申込期間

３日目 10月8日(木) 4月8日(水)～4月22日(水)　消印有効

４日目 10月9日(金)

５日目 10月10日(土) ７月の研修会場を変更しました。 ●小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（定員：各期20名）

６日目 11月16日(月) ７月には松本市営野球場で高校野球の長野県大会が行われ、

申込期間 駐車場を確保できないためです。 　 １日目 8月27日(木)

１日目 9月7日(月) ご不便をおかけしますが、ご了承ください。 ２日目 8月28日(金)

２日目 9月8日(火) 申込期間

３日目 10月27日(火) １日目 1月21日(木)

４日目 10月28日(水) ２日目 1月22日(金)

５日目 10月29日(木) 申込期間

６日目 12月11日(金)

申込期間

１日目 9月24日(木) ●認知症介護基礎研修フォローアップ研修（定員：各期40名）

２日目 9月25日(金)

３日目 11月9日(月)

４日目 11月10日(火)

５日目 11月11日(水) 申込期間

６日目 12月25日(金)

申込期間

１日目 11月20日(金) 申込期間

２日目 11月21日(土)

３日目 1月6日(水)

４日目 1月7日(木)

５日目 1月8日(金)

６日目 2月24日(水)

申込期間

第
６
期

　松本市勤労者福祉センター

9月1日(火)～9月14日(月）　消印有効

7月6日(月)～7月17日(金)　消印有効

第
５
期

　（長野市）
第１期

（９月中開催予定）

第２期
（３月中開催予定）

12月1日(火)～12月11日(金)　消印有効

8月3日(月)～8月14日(金)　消印有効

申込期間

第２期
　 諏訪湖ハイツ

12月1日(火)～12月11日(金)　消印有効

第
２
期

　長野県教育会館

第１期
　千曲市総合観光会館

7月1日(水)～7月13日(月)　消印有効

4月8日(水)～4月17日(金)　消印有効

第２期
　 諏訪湖ハイツ

第
３
期

　佐久市佐久平交流センター

6月1日(月)～6月12日(金)　消印有効

第１期
　千曲市総合観光会館

第
４
期

  テクノプラザおかや

7月1日(水)～7月13日(月)　消印有効

第
１
期

　松本市勤労者福祉センター
第１期

7月1日(水)～7月13日(月)　消印有効

　松本市勤労者福祉センター
第２期

10月1日(木)～10月13日(火）　消印有効

4月8日(水)～4月17日(金)　消印有効


